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❏❏❏はじめに                                     

 近年の大規模な災害では、自力で避難が難しい高齢の方や障がいのある方などが、避難に際し

困難となるケースや犠牲となってしまうことがみられます。 

 要介護高齢者や障がい者等、災害で弱者となりうる方の犠牲を防ぐためには、正しい情報のも

と迅速に避難行動に移るということが重要であり、平成25年には災害対策基本法が改正され、

全国の市町村に「避難行動要支援者名簿」の作成が義務付けられました。令和３年５月の災害対

策基本法の改正においては、高齢者や障がい者など、自ら避難することが困難な避難行動要支援

者ごとの「個別避難計画」の作成が努力義務化されました。 

 計画作成にあたっては、避難の実効性確保に向けて、市、福祉専門職（介護支援専門員・相談

支援専門員）、自主防災組織、民生委員などの関係者が連携する必要があります。 

 本マニュアルでは、本市の計画作成の取組方法について、基本的事項を定めました。 

 

❏❏❏用語の定義                                    

・避難行動要支援者 

  災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であって、 

その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する者。 

 

・避難行動要支援者名簿 

  避難行動要支援者について避難の支援、安否の確認その他の避難行動要支援者の生命または 

身体を災害から保護するために必要な措置を実施するための基礎とする名簿。 

 

・くらしと防災ガイドブック 

  中野市が発行している、行政情報と防災情報をまとめたガイドブック。災害発生時に円滑に 

避難を行っていただくことを目的に、防災マップ（ハザードマップ）を掲載している。 

 

・指定避難所 

  災害が発生し、又は発生のおそれがあり、避難した住民等を災害の危険性がなくなるまでの 

間滞在させる施設。 
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１．「個別避難計画」の目的等                             

⑴ 計画の目的 

  個別避難計画は、災害の発生に備え、避難行動要支援者一人ひとりの避難に係る計画を 

平常時から作成し、要支援者やその家族、個別避難計画に記入された緊急連絡先の方や避難 

支援者、条例に定める避難支援等関係者等及び市が共有して災害における要支援者の避難 

支援等を実効性あるものとすることを目的とします。 

  また、計画づくりに取り組むことは、避難行動要支援者の命を守るだけでなく、計画づ 

くりを通じて、地域のつながりの再構築や、日頃から困っているときは助け合える地域共 

生社会づくりにつながっていくものと考えております。 

 

⑵ 計画の内容 

  災害対策基本法により計画に記録されていることとされている要支援者に係る事項は 

 次のとおりです。 

 ア 氏名 

 イ 生年月日 

 ウ 性別 

 エ 住所 

 オ 電話番号その他の連絡先 

 カ 避難支援等を必要とする事由 

 キ 避難支援者の氏名、住所及び電話番号その他の連絡先 

 ク 避難所その他の避難場所及び避難経路その他の避難経路に関する事項 

 ケ 上記のほか、避難支援等の実施に関し市長が必要と認める事項 

 

⑶ 計画作成の優先度 

  令和３年５月「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」が改定され、計画 

 作成の優先度が高いと市町村が判断する者については、地域の実情を踏まえながら、令 

 和７年度までに個別避難計画の作成に取り組むこととされました。 

  中野市は下記のとおり、地域におけるハザードの危険度により優先度を決定し、作成に 

 取り組むこととしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 令和７年度までの作成対象者  約1,500人  

    ハザードマップ優先度 ➡ 高  ・土砂災害（特別）警戒区域 

                    ・河川の浸水想定3.0ｍ以上に居住 

    ハザードマップ優先度 ➡ 中  ・河川の浸水想定0.5～3.0mに居住 

    ハザードマップ優先度に関わらず 

医療機器（人工呼吸器等）用の電源喪失等が命にかかわる自宅療養者    

 

② 令和8年度以降の作成対象者  約2,000人  

    ハザードマップ優先度 ➡ 低  ・土砂災害（特別）警戒区域外 

                    ・河川の浸水想定0.5ｍ未満に居住 
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２．計画作成の流れ                                 

 

依頼 

 避難行動要支援者名簿に載っている人の中で、優先度が高いと判断した方

に、個別避難計画の作成・更新・提供に関する同意書及び個別避難計画の

様式を市から送付します。 

               同意する場合             同意しない場合 

 

                

                             同意しませんに✔（ﾁｪｯｸ）のうえ 

同意書のみ提出   

 

作成 

提出 

 避難行動要支援者が家族等の支援を得て同意書及び

個別避難計画(基本情報シート)様式に必要事項を記

入し、担当課へ提出してください。ご自身や家族で作

成することが難しい方は、同意書内の「作成支援を希

望する」にチェックをし返送いただくことで、市役所

職員や福祉専門職（介護支援専門員・相談支援専門員）

等が訪問し支援します。 

福祉専門職が計画を作成した場合は、市が計画作成委

託料をお支払いします。 

 

 

 

確認 

 提出のあった個別避難計画について、誤記や記入漏れ

がないか確認します。 

記入漏れなどある場合は本人（家族）又は福祉専門職

の方に確認します。 

 

 

 

完成 

 必要なことが書かれていることを確認して完成です。 

本人や避難支援者等と必要な情報を共有します。 

福祉専門職が計画を作成した場合は、災害が発生した

際は、可能な範囲で計画を作成した方の安否確認をし

てください。 

 

個別避難計画は、災害時の避難行動の支援が必ずされることを保証するものではありません。 
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個別避難計画の作成後は、計画の実効性を検証するため、可能な範囲で計画内容に沿った避 

難訓練を実施することを検討してください。 

 

避難行動要支援者の心身の状況等は変化しますので、適宜計画の更新が必要です。 

 

 

３．計画の作成                                     

⑴ 基本情報シート 

  要支援者の基本情報についての現状の確認をします。 

 ①本人に関する基本情報の確認 

 ②避難支援の確認 

  ・避難時に支援が必要な状況であるかご記入ください。 

  ・支援が必要であれば、「支援情報シート」の記入も必要になります。 

 ③避難場所 

・くらしと防災ガイドマップで居住地の情報をご確認ください。 

・災害時に避難する予定の避難場所について記入してください。指定避難所でなくても、「親

戚・知人の家」など安全を確保できる場所を避難先としてください。 

④移動に係る支援について 

  ・本人が避難先まで移動する方法についてご記入ください。本人ができない場合、だれが避難

所までどのように支援するのか、その他の欄や基本情報シートの特記事項の欄などにご記入く

ださい。 

 ⑤家族や避難支援者の確認 

  ・家族等の緊急連絡先をご確認ください。 

・避難支援者（協力者）には、避難の声掛け、避難所までの誘導、移動の支援等をしていただ

ける方を記入してください。必ず避難支援者（協力者）となる方の同意を得てください。 

 ⑥特記事項 

  ・情報伝達・避難誘導等について、避難先で必要な備品や支援について等、自由に記載してく

ださい。 

 

 【記載例】 

  「同居の家族と一緒に市の指定避難所へ行く」 

  「耳が聞こえないので、Eメールや紙に書いたメモで情報を伝えることが必要」 

  「酸素ボンベを一緒に運ぶため、移動には車が必要」 

  「寝たきりで、家族では本人を移動させることができないので支援が必要」 

  「【警戒レベル３】（高齢者等避難）が発令されてからでは遅いので、台風直撃や大雨の天気 

予報が出た時点から、事前に別居している親族宅に避難する、又はあらかじめサービスを利 

用する」 
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⑵ 支援情報シート 

  避難支援に関する事項の確認をします。基本情報シートで、避難時に支援が必要と回答した方

のみ記載して下さい。 

 ①主な疾患、障がい等について 

  ・疾患については、できる限り症状や状態がわかるように記入してください。 

  ・手帳所持の状況、介護認定の状況、利用しているサービス等記入してください。 

 ②情報の入手に係る支援について 

  ・テレビ、ラジオ、スマートフォンなどのメディアから、本人が災害に関する情報を入手でき

るか、または内容を理解し判断できるかをご記入ください。 

  ・本人自身では情報を入手できず（又は内容を理解できず）、他者から情報を伝えてもらう必

要がある場合は「直接声かけ必要」等記載してください。 

 ③フローチャートについて 

  ・警戒レベル１～３における行動計画を記載してください。 

  ・自宅においては、普段いる場所を記載してください。 

 ④避難経路・留意事項等について 

  ・自宅から避難場所までの経路を記載してください（別添でも可）。 

 

 

４ 作成の支援                                      

  ご自身や家族で作成することが難しい方は、市役所職員や福祉専門職（介護支援専門員・相談

支援専門員）等が支援します。 

 

(1) 委託契約 

  福祉専門職の方が、計画を作成していただいた際は、計画作成委託料をお支払いします。事前

に市と委託契約を結んでいただく必要がありますので、契約の手続きについては、市担当課から

福祉専門職の方が所属する各法人、事業所等へご案内させていただきます。 

 

(2) 完了届の提出及び委託料の請求 

  計画作成後は、速やかに中野市個別避難計画作成完了届を提出してください。 

  計画作成委託料は１件につき、新規作成で 7,000 円、更新作成で 2,000 円（消費税および

地方消費税を含む）です。請求書は任意の様式、又は「中野市個別避難計画作成委託料請求書様

式」を使用し提出してください。 

   

 

５ 計画の提出                                     

  作成した計画は、市担当課へ提出してください。担当課で計画内容の確認を行い、記載漏れな

どがある場合は、本人（家族）にお電話や訪問することにより確認します。なお、福祉専門職の

方が作成した場合は福祉専門職の方へ確認します。必要に応じて、内容の修正を依頼する場合が

あります。 
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６ 計画の共有                                     

  計画が完了しましたら、要支援者またはご家族、避難支援者等へ送付します。 

 福祉専門職の方が作成した場合は、福祉専門職の方へ複製を送付しますので、要支援者またはご

家族へお渡しください。 

  福祉専門職の方も複製を保管し、担当者変更の際などは引継ぎを行ってください。 

 

 

７ 計画の更新                                      

 完成した個別避難計画の内容に変更があった際は、計画の内容を修正し、市担当課へ提出してく 

ださい。 

 特に高齢者の場合は、心身の状況の変化が顕著と思われますので、居宅介護支援専門員の方は、 

モニタリングなどの機会を捉えて計画の見直しをお願いいたします。 

 

 

８ 新たな該当者について                                 

 身体障害者手帳の交付や、要介護認定などを受け、新たに要支援者となった方については、市か 

ら本人等に対して、避難行動要支援者名簿への登載の説明、個別避難計画作成依頼をすることとし

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式・資料・記載例 
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様式１ 
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様式２ 
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様式３ 

中野市個別避難計画作成委託料請求書 

 

年  月  日 

  中野市長       あて 

 

             請求者   法 人 名 

住所又は所在地 

                   代 表 者 氏 名 

                   事 業 所 名 

                   電 話     （  ） 

 

 

    「個別避難計画」の作成を実施しましたので、下記のとおり請求します。 

 

記 

 

１ 請求額                  円 

 

 

２ 「個別避難計画」を作成した者 

 対象者住所 対象者氏名 作成年月日 作成者氏名 

１     

２     

３     

４     

５     

６     

 

 

３ 振 込 先 

金融機関名 
 

店 舗 名 
 

口 座 種 別 
 

口座番号 
 

ふ り が な  

口座名義 
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資料１ 

○中野市避難行動要支援者名簿に関する条例 

令和３年３月22日条例第５号 

中野市避難行動要支援者名簿に関する条例 

（目的） 

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号。以下「法」という。）及び中野市地

域防災計画の定めるところにより、避難行動要支援者に対する平常時の見守り支援及び災害時の

避難支援等を実施するため、その基礎となる名簿の作成及び避難支援等関係者への名簿提供に関

して必要な事項を定め、避難支援等関係者による災害時の円滑かつ迅速な避難支援等の実施を支

援し、もって避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 避難行動要支援者 高齢者、障がい者その他特に配慮を要する者のうち、災害が発生し、

又は発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難なものであって、その円滑かつ迅速

な避難の確保を図るため特に支援を要するものをいう。 

(２) 避難行動要支援者名簿 法第49条の10第１項の規定により作成した避難支援等を実施す

るための基礎となる名簿をいう。 

(３) 避難支援等 避難行動要支援者について避難の支援、安否の確認その他避難行動要支援者

の生命又は身体を災害から保護するために必要な措置をいう。 

(４) 避難支援等関係者 区長（市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成され

た団体の代表者をいう。）、民生委員・児童委員、法第２条の２第２号に規定する自主防災組

織、社会福祉協議会、消防機関、中野警察署その他避難支援等の実施に携わる関係者をいう。 

(５) 名簿情報 法第49条の10第２項の規定により、避難行動要支援者名簿に記載し、又は記録

された情報をいう。 

（避難行動要支援者の範囲） 

第３条 避難行動要支援者の範囲は、次に掲げる者とする。 

(１) 介護保険法（平成９年法律第123号）第19条第１項の規定による要介護認定を受けており、
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当該要介護認定に係る要介護状態が、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定

の基準等に関する省令（平成11年厚生省令第58号）第１条第１項に規定する要介護３、要介護

４又は要介護５のいずれかに該当するもの 

(２) 身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第４項の規定により身体障害者手帳の

交付を受けている者のうち、身体障害者福祉法施行規則（昭和25年厚生省令第15号）別表第５

号身体障害者障害程度等級表に定める障害等級が１級又は２級であるもの（視覚障害、聴覚障

害又は下肢若しくは体幹不自由に限る。） 

(３) 療育手帳交付要綱（昭和50年長野県告示第192号）の規定により療育手帳の交付を受けて

いる者のうち、その障害の程度がＡ１であるもの 

(４) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）第45条第２項の規定

により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に

関する法律施行令（昭和25年政令第155号）第６条第３項に規定する障害等級が１級であるも

の 

(５) 難病の患者に対する医療等に関する法律（平成26年法律第50号）第７条第４項の規定によ

り医療受給者証の交付を受けているもの 

(６) 児童福祉法施行令（昭和23年政令第74号）第22条第１項第２号ロに規定する療養負担過重

患者 

(７) 75歳以上の者のみの世帯に属するもの 

(８) 前各号に掲げるもののほか、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら

避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、特に支援を要

するものとして申出のあった者で市長が認めたもの 

（避難行動要支援者名簿の作成） 

第４条 市長は、避難行動要支援者に対する避難支援等を円滑に実施することができる体制を整備

するため、避難行動要支援者名簿を作成するものとする。ただし、居所が福祉施設等自宅以外の

者は、この限りでない。 

２ 避難行動要支援者名簿には、避難行動要支援者に関する次に掲げる事項を記載するものとする。 

(１) 氏名 
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(２) 生年月日 

(３) 性別 

(４) 住所又は居所 

(５) 電話番号その他の連絡先 

(６) 避難支援等を必要とする事由 

(７) 緊急時連絡先 

(８) 前各号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し、市長が必要と認める事項 

３ 市長は、避難行動要支援者名簿の記載事項について、正確かつ最新の内容を保つよう努めなけ

ればならない。 

（名簿情報の提供） 

第５条 市長は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者に対し、

名簿情報を提供するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、避難行動要支援者が、規則で定める方法により、名簿情報

の提供の拒否を申し出たときは、当該避難行動要支援者に係る名簿情報の提供をすることができ

ない。 

３ 市長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難行動要支援者の生命又

は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、法第49条の11第３項の規定に

より、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者その他の者に対し、避難行動要支援

者の同意を得ることなく、名簿情報を提供することができる。この場合において、前項の規定は、

適用しない。 

（名簿情報に係る管理状況の報告） 

第６条 市長は、提供した名簿情報の管理状況を確認するために必要があると認めるときは、前条

第１項又は第３項の規定により名簿情報の提供を受けた者（以下「名簿情報被提供者」という。）

に対し、当該名簿情報の管理状況に関する報告を求めることができる。 

（名簿情報の漏えい防止のための措置） 

第７条 名簿情報被提供者は、提供を受けた名簿情報の漏えい防止のために必要かつ適切な措置を

講じなければならない。 
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（利用及び提供の制限） 

第８条 名簿情報被提供者は、平常時の見守り支援及び災害時の避難支援等の用に供する目的以外

に、名簿情報を自ら利用し、又は他のものに提供してはならない。 

（守秘義務） 

第９条 名簿情報被提供者（その者が法人である場合にあっては、その役員）若しくはその職員の

その他の当該名簿情報を利用して避難支援等に携わる者又はこれらの者であった者は、正当な理

由がなく、当該名簿情報に係る避難行動要支援者に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（名簿情報の返還） 

第10条 名簿情報被提供者は、市長の求めにより不要となった名簿情報を直ちに返還しなければな

らない。 

（委任） 

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和３年８月１日から施行する。 

（準備行為） 

２ 避難行動要支援者名簿への記載その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例

の施行前においても行うことができる。 
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